
 
                                                                  
 
                          第２９号答申 
 
 
 第１ 審査会の結論 
 
    １ 長野県公安委員会に対して申し立てた次の２件について 長野県公安委 
     員会が協議した公安委員会会議録等                                 
       （１） 教習所のテキストに関する申立てについて 
        （２） 更新時講習に交付を受けた資料等に関する申立てについて 
        ２ 前記申立てに関する調査等の記録 
 
   （以下「本件公文書」という。）については、これを管理しておらず公開しな 
   いこととした長野県公安委員会（以下「実施機関」という。）の処分は妥当で 
   ある。    
 
                                                       
 第２ 異議申立ての経過 
 
  １ 異議申立人は、平成１４年１１月２０日付けで本件公文書の公開請求を 
   長野県情報公開条例（平成１２年長野県条例第３７号。以下「条例」とい 
      う。）に基づいて行った。 
 
  ２ 実施機関は、この請求に対し、平成１４年１２月２日付けで本件公文書を 
   管理していないとする公文書不存在の決定を行った。 
 
  ３ 異議申立人は、この決定に対し、平成１４年１２月６日付けで本件公文書 
   の全部公開を求める旨の異議申立てを行った。 
 
 
 第３ 異議申立人の主張の要旨 
 
        異議申立人が意見書及び意見陳述で主張した内容の要旨は、次とおりであ 
   る。 



 
  １ 公安委員会あての意見・要望の処理について 
 
     公安委員会あての意見・要望の処理は、実施機関が独立性をもって中立公 
   正な処理をしなければならないものであり、警察本部で集約し、実質的に処 
   理されるとすれば、公安委員会に対する権限の侵害で、独立性及び中立性を 
   侵すものである。 
        これは公安委員会の権限及び職務の放棄であり、公安委員会が機能してい 
   ないことに等しいものである。 
    意見・要望は、組織的かつ適正に処理していると実施機関は主張している 
   が、このことを公文書の公開により確認したい。 
     
  ２ 公安委員会会議録等について 
 
     実施機関へ申し立てた教習所のテキストに関する申立て及び更新時講習に 
   交付を受けた資料等に関する申立てについては、法令に基づき公安委員会が 
   事務をつかさどる免許行政に係るものであり、道路交通法及び政令と相違す 
   る部分について訂正を求めたもので、実施機関の会議において判断し意思決 
   定を要するものである。 
    実施機関では、この申立てを会議の議題とするか、処理方針を協議をしな 
   ければならず、会議録等は存在するはずである。 
        また、申立てについて、起案文書により個別決裁を受けて処理していると 
   実施機関は主張するが、この起案文書は実施機関の書記が作成するもので、 
   実施機関の公文書であり、保存期間も長期間のはずである。 
 
  ３ 申立てに関する調査等の記録について 
 
    申立てに関する調査等の記録は、実施機関への報告文書であって、個別決 
   裁の起案文書に添付されるはずであり、起案文書と一体となって構成される 
   実施機関の公文書であり、保存期間も長期間のはずである。 
 
 
 第４ 実施機関の主張の要旨 
 
    実施機関が理由説明書及び意見陳述で主張した内容は、次のとおりである。 
 



  １ 公安委員会あての意見・要望の処理について 
 
     警察法に規定する苦情以外の意見・要望を受理した場合の事務処理方法 
    については、法令等に明文の規定はないが、当該意見・要望は警察運営に 
    役立つことから、実施機関の主体的な判断により組織的かつ適正に処理し 
    ている。 
     具体的には、意見・要望は警察本部長に集約し、警察本部長の指揮下で 
    事実関係の調査・研究等を行い、その結果を踏まえた措置について、公安 
    委員に個別に説明し決裁（以下「個別決裁」という。）を受けている。 
    
  ２  公安委員会会議録等について 
 
  （１） 公安委員会が職権を行使するには、各公安委員が一堂に会して会議を 
     開き、その議決によることを要するものであり、この会議内容の記録が 
     公安委員会会議録である。 
            他方、案件によっては、会議の議題とせず、各委員に個別説明を行い、 
     その個別説明における合意を全体の合意として取り付け、起案文書によ 
     り個別決裁を受けているものがあり、この場合、公安委員会会議そのも 
     のが存在しないため、会議録も作成されない。 
 
  （２） 今回の異議申立人の申立ての内容は、警察法に規定する苦情に当たら 
     ないと判断し会議の議題とせず、個別決裁として処理した。 
      このため、公安委員会会議は開催されておらず、会議録も作成してい 
     ない。 
         また、個別決裁の起案文書に添付された関係文書は、長野県公安委員 
     会の文書取扱いに関する規程第１０条第１項第４号に規定する公安委員 
     会が自ら管理することとした文書として、保存期間は文書回答後１年未 
     満と定められており、平成１４年２月１８日、異議申立人に対して「申 
     立てに対する回答について」の文書を手渡したことから、既に廃棄とな 
     っている。 
 
  ３ 申立てに関する調査等の記録について 
 
     申立てに関する調査等の記録は、公安委員会あてに申し立てられた意見・ 
   要望について警察本部長が調査・研究等を行い、その結果を踏まえた措置が 
   記録された文書である。 



    長野県公安委員会の文書取扱いに関する規程第１０条第１項第４号に規定 
   する公安委員会が自ら管理することとした文書として、保存期間は文書回答 
   後１年未満と定められており、平成１４年２月１８日、異議申立人に対して 
   「申立てに対する回答について」の文書を手渡したことから、既に廃棄とな 
   っている。 
 
 
 第５  審査会の判断理由 
 
        当審査会は、審査に当たり、条例の目的に従い、公文書の公開を求める権 
   利が十分尊重されるように配慮するとともに、異議申立人及び実施機関双方 
   に対して文書及び口頭による主張の機会を与え、公正な審査に努めた。 
 
  １ 公安委員会あての意見・要望の処理について 
 
    警察法に規定する苦情以外の公安委員会に対する県民からの意見・要望の 
   処理に当たっては、公安委員会の運営を効率的・合理的に行わなければなら 
   ないことから、公安委員会会議の議題とせず、各委員に個別説明を行い、そ 
   の個別説明における合意を全体の実質的な合意として取り付け、起案文書に 
   より個別決裁を受けて事務処理が行われていることを確認した。 
 
  ２ 公安委員会会議録等について 
 
    公安委員会の会議方法については、長野県公安委員会運営規則に規定され、 
   これによると公安委員会が職権を行使するには、各公安委員が一堂に会して 
   会議を開き、その議決によることを要するものであり、この会議内容の記録 
   が公安委員会会議録である。 
    他方、案件の内容によっては、会議の議題とせず、各委員に個別説明を行 
   いその個別説明における合意を全体の実質的な合意として取り付け、起案文 
   書により個別決裁を受けている場合があることを確認した。 
    本件申立ての内容をみると、警察法に規定する警察職員の職務に関するも 
   のでない以上、実施機関で苦情に当たらないと判断したことは、不適切な取 
   扱いであったとは考えない。 
        したがって、異議申立人の申立ての処理について、起案文書により個別決 
   裁を受けて処理したことにより公安委員会会議録は作成されていないという 
   実施機関の主張に特別不合理な点は認められない。 



    また、実施機関は「起案文書に添付された関係文書は、長野県公安委員会 
   の文書取扱いに関する規程第１０条第１項第４号に規定する公安委員会が自 
   ら管理することとした文書として、保存期間は文書回答後１年未満と定めら 
   れており、平成１４年２月１８日、異議申立人に対して「申立てに対する回 
   答について」の文書を手渡したことから、既に廃棄となっている。」 と主張 
   している。 
    一般論としては、申立てに対処するための関係文書を文書回答後に短期間 
   で廃棄したという処理が適切であるかどうか疑問がないわけではないが、こ 
   の処理は、長野県公安委員会の文書取扱いに関する規程に基づき処理されて 
   おり、起案文書に添付された関係文書は存在しないとする実施機関の主張・ 
   運用に特別不当な点があったとまでは認められない。 
 
  ３ 申立てに関する調査等の記録について 
 
    一般論としては、申立てに対処するための調査等の記録を文書回答後に短 
   期間で廃棄したという処理が適切であるかどうか疑問がないわけではないが、 
   この処理は、長野県公安委員会の文書取扱いに関する規程に基づき処理され 
   ており、申立てに関する調査等の記録は存在しないとする実施機関の主張・ 
   運用に特別不当な点があったとまでは認められない。 
  
   よって、冒頭第１の結論に達したものである。 
 
 
 第６ 附帯意見 
 
        本県の情報公開制度においては、公開請求があった文書が文書規程による 
   保存期間の経過により廃棄されるなど存在しない場合には、公文書不存在決 
   定の手続を行うこととされている。 
        しかしながら、異議申立人は、実施機関あての意見・要望は実施機関にお 
   いて処理されず、補佐機関である警察本部が集約し実質的に処理しているの 
   ではないかとの疑念から、本件公文書の公開を求めたものと当審査会は受け 
   とめた。 
    実施機関に対する申立ての内容については、申立人に対し警察法に規定す 
   る苦情なのか、それ以外の意見・要望なのかをできる限り早い時点から明確 
   にすることが望まれる。 
     公安委員会は、申立てに関する処理手続をより透明化するとともに、適切 



   ・公平に処理している実態を可能な限り明らかにすることが一層県民の信頼 
   に応えるものと当審査会は考えるので、公安委員会制度に期待されているこ 
   れらの要請を踏まえた対処をされるよう希望する。 
 
   
 第７ 審査経過 
 
    平成１５年１月 ８日 諮問 
                 １月１７日 審査会において諮問内容説明 
                 ３月２５日  実施機関から提出された理由説明書及び異議申立 
               人から提出された意見書説明 
                 ５月２６日 審議、実施機関からの意見聴取 
                 ６月１８日 審議 
         ７月２５日 審議、異議申立人からの意見聴取 
         ８月２０日 審議 
         ９月２２日 審議 
                             調査審議終結 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


